１、２監査の形態

　・第1者監査（内部監査）

　第1者監査とは、組織が自己の食品安全マネジメントシステムを監査する形態をいう。

　監査は、経営者が自組織の食品安全マネジメントシステムの状態を把握するため、又は

　それが食品安全目標の達成に有効であることを確認するために行う監査である。

　この監査は、組織の保有する監査員を起用するか、外部の専門機関を用いて行うことが

　出来る。このとき、食品安全マネジメントシステムの健全性について確信を得るために

　監査を目論み、それを依頼するものを監査依頼者という。

　・第２者監査
　第２者監査は、顧客又は代理人が取引先組織の食品安全マネジメントシステムを評価する

　監査形態であって、顧客が組織との間で製品又はサービスについての契約をしているか、
　又はその意志がある場合に該当する。この監査は、顧客が食品安全マネジメントシステム
　が製品又はサービスの食品安全の確保に寄与する健全なシステムであることを確信する

　ために行う監査である。この監査は、顧客自ら、又は外部の専門機関を用いて行うことが

　できる。この場合の監査依頼者は顧客である。

　・第３者監査
　第３者監査は、審査登録業務について認定された第三者の審査登録機関が、食品安全マネジメントシステム規格に基づき組織の食品安全マネジメントシステムを審査し、登録する

　形態をいう。この審査の目的は、組織の製品又はサービスを供給するための安全マネジメントシステムが安全マネジメントシステム規格に適合するシステムであることを、不特定

　多数の顧客又は市場に保障することにある。この場合の監査依頼者は審査登録機関である。
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